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前回（第３５回）までに合同会合で頂いた主な御意見 

 
  ○前々回までの議論で頂いた御意見 

  ●前回議論で頂いた御意見 

 

 

現状認識 
●今後の検討にあたり、「現状認識」の項目を立てるべき（震災以降の状況など） 

●大気中のＣＯ２濃度が 400PPMを超えた件や環境省・文部科学省・気象庁が公表した

気候変動の観測・予測及び影響に関する評価統合レポートについて、合同会合におけ

る共通認識とすべく、資料に追加すべき 

 

 

温室効果ガス削減目標及び対策 
 

2020 年目標の在り方・性格 
○実現可能で国際的に耐えうる目標とすべき 

○国別数値目標より二国間クレジット制度など、国々が地域で連携した取組が重要 

○一定の幅を持って考えるということが大事 

○幅があってもよいが、何も決めないよりは、ある程度の方向性を持った方がみんなや

る気になる 

●国内の自治体・事業者の取組を促し、国際交渉における日本の発言力・信頼性を高め

るためにも明確な目標とすべき 

●エネルギー基本計画に先んじて目標設定する状況であるため、暫定的とも言える目標

値の意味について共通認識を持った上で国民に示していく必要がある 

●当面の間は原発の稼働ケースを考慮し想定幅で設定することが望ましい 

●第一約束期間で掲げた削減目標を継続することは極めて困難。基本的には幅で評価す

べき。原発の稼働状況が明らかになるに従い、削減目標の幅が狭まり、最終的には一

つになる 

●暫定的で条件や幅のある目標にすべき。原発稼働率だけでなく、エネルギー需要につ

いてもこれまで楽観的な想定がおかれており、主要な項目について幅を想定するべき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

2020 年目標策定時期・タイミング 
○ＣＯＰ１９までに策定すべき（途上国に対策を進めないことの口実を与えないため） 

○エネルギー政策と地球温暖化対策の整合性の確保が重要 

●ＣＯＰ１９を目処として明確な２０２０年目標と達成する施策の策定を急ぐべき 

●原発の見通しが立つまで具体的に設定するのは困難。エネルギー政策との整合性を図

りつつ進めていくべき 

●向こう３～５年のエネルギーの状況が見通せない状況下で、２０２０年の目標を今議

論するのは早すぎる。 
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2020 年目標検討手順・検討要素 
○まず経済成長目標を掲げ、必要なエネルギーを考え、ＣＯ２削減を議論すべき 

○市場での受入キャパシティを考えて、実現可能性の高い対策に重点投資すべき（フロ

ン対策等） 

○金額の厳格なシミュレーションを行い、対策による負担を明示すべき 

●当時検討した結果について、一番欠けていたのは実現可能性についての説明。どのよ

うな目標でも、企業や消費者に我慢を求める覚悟を共有するという説明が欠けていた。

今後の目標設定に際しては、しっかりとした説明が必要。 

●排出量については、省エネ、再エネ、原発の３つのパラメータに限られる。これらの

パラメータから成る簡単な一次式を示すと議論がクリアになる 

 

（従来の議論との関係） 

○今までの議論を活用し、どこが議論として足りないかを議論すべき（省エネ・再エネ

の伸び、２年間の節電実績等） 

○革新的エネルギー・環境戦略の前提について見直すべき（省エネはコストゼロではな

く、短期的にコストを伴う） 

●従来の検討結果は十分に活用可能。シェールガス輸入決定等、その後の時間的経過を

踏まえ、実現可能性に留意した見直しを行うべき 

●エネルギー・環境会議の目標（５～９％削減）における具体的な問題を特定していく

べき 

●２０２０年までに何が変えられるか、変えられないが推計に不確定性がないか、とい

った視点で議論するべき 

●経済成長率などモデル解析のフレームについて見直した方がよい 

 

・ 見直しの視点 

（主に対策の強化に重点を置いた見直しの視点） 

 省エネ促進施策の重点的検討を行うべき（電力のＣＯ２排出係数の変化

の動向、節電が継続する状況下での消費・ライフスタイルの変化の動向、

スマート化技術の普及状況（ダイナミックプライシング等）） 

 コスト等検証委員会の再評価が必要（ＦＩＴ導入によるコスト低下等） 

 加える余地がある技術を明確にしながら議論するべき 

 

（主に実現可能性を重視した見直しの視点） 

 総合エネ調における議論と連携を取りエネルギー政策との整合性を図

るべき。その際、Ｓ＋３Ｅの同時達成を目指すことが極めて重要 

 技術予測は手堅い技術を特定して削減ポテンシャルを検討し、社会シス

テム、規制の在り方、省エネ製品等の経済的インセンティブを重視した

制度構築などについても同時に検討していくことが重要 

 

（その他） 

 短中期を対象にした先進技術の広範な導入の場合、技術を活かすシステ

ム整備等に取り組み、都市作りや都市基盤に一体的に取り組むなど自治

体を含めた多様な主体との連携で推進すべき 

 経団連の低炭素社会実行計画を歓迎。産業部門の対策とする場合、事業
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者間の削減努力の衡平性を確保すべき（計画に参加しない事業者への対

応、ＢＡＴの明確化、ＭＲＶの強化など）  

 

●従来の検討結果をそのまま活用することは問題。昨年度の対策議論は時間的制約の中

で問題が存在（モデル分析、コスト・効果検証の限界・誤解・不十分さ、エネルギー

安全保障の観点不足） 

 

2020 年目標水準 
●世界をよりよくすることで日本の国益を守るため、意欲的で、より厳しい目標とすべ

き。厳しい温暖化対応が競争力の源泉となる  

●国際公平性や実現可能性を考慮すべき 

●厳格な目標を設定すると費用対効果を考えず、著しい非効率が生じかねない 

●最低ラインを過去に中期目標検討委員会で議論した２００８年の麻生目標とすべき 

●革新的エネルギー・環境戦略に示された９０年比▲５～▲９％という目標については、

２０３０年時点で２割程度の削減に繋がるもので、２５％に１０年遅れるが現実的な

ものとして評価。２０２０年時点での削減は、２０５０年８０％削減という先進国共

通の目標の達成に向けての最低ラインとして捉えるべき 

●革新的エネルギー・環境戦略では２０２０年▲５～▲９％という目標値が掲げられて

いたように、２０２０年のような短期的な目標は幅を持った数値として堅実に設定し

ていくべき 

●真水の議論をしっかりして、地に足のついた現実的な目標を提案するべき 

 

2020 年目標基準年 
●第一約束期間が終了した２０１２年に設定し直すべき。日本がエネルギー・原子力政

策を大幅に見直していることは各国も重々承知しており、この提案をＣＯＰに提出す

れば国際社会も受け入れてくれる 

 

2050 年 80％削減目標 
○達成すべき目標である 

○皆で目指すべき目標であって、届かないかもしれないが、重要なのは、みんながそれ

を目指して頑張るという方向性の共有 

●９０年比８０％削減という方向性は堅持し続けるべき 

●地球温暖化の危機感の共有（重く受け止めれば重い覚悟となる）が必要。厳格で実現

を前提とした目標とすべき 

●５０年８割削減の実現を前提とすると産業構造の転換が迫られるが現実的か。柔軟で、

「目指す目標」とすべき 

●効率性を損なわないために、長期目標を縛るべきではない 

 

（2050 年 80％削減目標達成のための視点） 

○人材育成を含めた革新的技術開発が重要（既存技術では達成出来ない目標） 

●エネルギー源の転換を社会全体で考え、地域や都市の構造や交通システムへの統合を

検討するべき 

●省エネ・再エネの推進に加え、需要側である社会基盤の変革など、グリーン経済や技
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術革新に人材・予算両面から全力で取り組むべき 

●２０３０年、２０５０年の国民の暮らしについて想定し、国民が具体的にどのように

気候変動防止に貢献できるか提示すべき 

●炭素価格はあまり上がらないが技術が開発されてＣＯ２が削減されていく姿が望ま

しい 

 

エネルギー政策 
○３Ｅ(安定供給、経済性、環境)＋Ｓ（安全）、原子力、天然ガス、石炭が重要 

○再エネ促進のため送電網を強化すべき 

○熱エネルギーを熱のまま活用すること、再生可能熱の導入が必要 

○エネルギー需要に関する見直しが必要（将来の高齢化等） 

○省エネには隠れたコストがあり、リバウンド効果もある 
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技術開発 
 

技術・制度 
（総論） 

○環境関連技術を積極的に世界に打ち出して将来の技術革新につなげることが重要 

○科学技術立国における環境技術の位置づけの明確化が必要  

○長期的な革新的技術開発、絶えざるイノベーションが重要 

●長期的なイノベーション・革新的技術開発／既存の技術の普及・低廉化を進めるべき

（価格競争力の観点から重点分野の選別が必要） 

●震災後の２年間で実用化まで進んだものも含め、最新の動向を踏まえた検討を行うべ

き 

●スマート＆スリム化による環境負荷が少なくＱＯＬの高い文明に向けたパラダイム

シフトの率先実現と世界への発信、価値観の転換・多様化を実現するコベネフィット

の推進が重要 

●省エネ、低炭素型の製品・設備などの技術開発と普及を後押しする制度の推進、技術

のインテグレーション、技術と制度のインテグレーションを進めることが重要 

●個々の技術のみでなく、実用化のためのシステム化が重要 

●技術を活かす意味でも制度との組み合わせが重要であり、他国の例も十分参考になる 

●震災後の需給逼迫・ＢＬＣＰ（業務・生活継続計画）も踏まえた技術開発をすべき（ス

マートメーター、分散型エネルギー効率向上・面的利用等）。需要側の電化推進は疑

問あり 

●電力については、需要と供給が別々に考えられるべきではなく、リンク、セットで需

給を一緒に考えるべき 

 

（石炭火力発電） 

○ＩＧＣＣなど高効率発電技術等の国際的な形での戦略的な技術開発、普及が必要  

○石炭火力技術で世界での削減に貢献し、石炭火力自体からの排出量削減技術開発を進

めるべき 

●世界、アジアに向けて貢献が大きい石炭火力の更なる低炭素化を推進すべき 

●石炭の使用を固定化／拡大する可能性のある技術は慎重な検討が必要 

 
（原子力発電） 

●必要不可欠なエネルギー・環境技術として位置付ける必要がある 

●次世代軽水炉や高速増殖炉サイクルの研究開発の必要性 

 

（その他（地下資源開発、民生業務部門対策、社会・交通システム改革）） 

●地下資源開発に目を向けるべき（地中貯留、メタンハイドレート） 

●民生・業務部門対策として、安全性の高い木造建築が入りうる 

●次世代の小型モビリティとそれを受け入れる社会システム（車両の保安基準、免許制

度、交通法規など）、交通ビッグデータの活用による真の総合交通体系の確立を目指

すべき。また、国民の参加モチベーションを高める上で、削減の効果などを明らかに

するべき 

●エネルギー技術の中でも、今後水素の重要性が増す。ＨＴＴＲ（高温ガス炉）は非常

に効率的に水素製造が可能。もう少し焦点が当てられるべき 
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研究開発の仕組 
（技術開発の進め方） 

●技術開発のロードマップ・大きな図柄・全体像の作成、時間軸やシナリオ・戦略や目

的の明確化、シナリオの定期的なレビューと状況に応じた見直しが重要 

●将来不確実性を踏まえたプログラムマネジメントが必要 

●欧米等の事例調査も踏まえて研究開発投資の自由度、柔軟性が必要（米国ＤＡＲＰＡ、

ＡＲＰＡ－Ｅの試み、短期的な成果を期待できない案件にも支援を行いうる柔軟な制

度など） 

●多様な将来像に備えたロバストな現在の政策を考える必要があり、段階に応じた政策

介入が必要 

●多様な技術開発の可能性の芽を事前に摘み取ってしまうことのないような技術政策

デザインが重要（政府の中期目標ターゲットが大きくぶれることでは安定したシグナ

ルたりえない） 

●費用対効果を高めるために日本が強みを有する分野・具体的技術を特定し、省庁横断

での国際標準獲得や各国の関連する制度整備、規制緩和に向けての戦略的な取組の強

化が必要 

●活用の柔軟性、技術開発の成果の公表について、企業にメリットがある制度にするべ

き 

●日本の競争力を高めるために国際標準化が重要 

 

（評価の方法） 

●費用対効果についての一層の精査が必要 

●これまで実証実験止まりの技術開発もあり、問題点を整理し事業化を意識した研究開

発システム構築が必要 

●これまでの開発事例の評価や政府支援の効率性を評価する国際比較が必要 

●優先順位を明確化して選定し、注力度（要員・資金支援）に重みを付けたような評価

の仕組みの確立をすべき（実施コスト評価、製品のＬＣＡ評価等） 

 

（資源の投入・集中） 

●重点化や実用化に向けた集中投資が重要 

●事前資源配分傾斜より、特定の政策課題・ターゲットのみを政府が定め、分野を絞ら

ずに事後的に報奨金を与える制度の構築も模索されるべき 

●リスクの大きい研究開発への投資が必要（逆に民間競争に任すべき段階技術について

は政府介入を控えることが望ましい） 

●企業の原資を奪う税制・制度の撤廃、企業投資の促進が必要 

●技術開発に原資が必要だが、温暖化対策税の税収を効率的・効果的に使うべき 

 

その他 
（標準化・知財保護、国際展開、安価な開発実施） 

●標準化や知財保護の政府の役割が重要 

●新興国・途上国への展開、国際貢献・発信が重要 

●国内実施に限らず、開発段階から国際的な排出削減余地をいかに安価に実現するかの

視点が重要 
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二国間クレジット制度 
 

総論 
○国連以外の二国間又は複数国間で実効性のある枠組を構築すべき（二国間クレジット

の重要性） 

●次期国際枠組みの中で活かせるよう提案すべき（提案がまだ困難な場合、ＩＳＯでの

ＧＨＧ認証システムで制度化し信頼を得る等） 

●先進国・途上国双方にインセンティブを与えるスキームとするべき。 

●先進国全体と途上国全体に及ぼす削減効果を踏まえた議論をし、従来型のＣＤＭやオ

フセットとの異同を整理した上で追加的に活用すべきか検討すべき 

●ＯＤＡについてのＯＥＣＤ・ＤＡＣルールに抵触しないか、省エネ家電への適用がＷ

ＴＯの輸出補助金に当たらないかなど、制度の性格を明確にしながら整合性を取るべ

き。 

●どれくらい途上国のＣＯ２削減に貢献でき、また国際的なＣＯ２削減に効果があるの

かのウェイトが不明。１つの大きな旗になるのか、補完的なものなのか、ある程度の

推計をしてウェイトを示すべき 

●事後的なクレジットコストの評価が必要 

●両国政府、民間の相互連携が重要 

 

目標との関係 
●国際貢献分について目標を立てるべき 

●海外削減にいかに貢献するかできる限り定量化した目標（削減量）の形で示すべき 

●削減目標への活用に上限を設けるべきではない 

●環境十全性の観点からは、海外の削減が国内の削減に劣るかのような議論は科学的で

はない。国内削減と海外削減をはっきりさせればよく、対立するものではない。 

●ＣＤＭのような形で排出権取引を想定するとＣＤＭ同様の問題が発生し、様々な軋轢

が生じる懸念あり（二国間クレジット制度は、協力事業の削減量のうち、ＭＲＶを経

て定量化された部分であるとして提示するにとどめ、国際公約の数字としては国内の

目標と国際協力による目標の両者を併記して提示することが望ましい） 

●国や企業の目標組み込みについては慎重に検討すべき 

●クレジットを日本の目標の内数とせず、国内対策のみ（真水）とすべき 

●キャップ＆トレードを導入し、不足分をクレジットで穴埋めすることを促す制度とな

っては自ら行う削減を促進することにならないのではないか（排出者自らが目標達成

のため最先端技術を最大限導入すべき） 

●二国間クレジット制度を排出削減メニューとして使えれば理想だが、相手のある話で

あり、責任ある形でコミットできない。海外・国内の削減目標を分けて議論すること

が交渉技術上よいのかどうか検討するべき 

●お互いの国の考え方が定まっていないこと、国際的に認められるかどうか、効果がど

の程度なのかなど不確実であり、国際的なコミットメントはできない 
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本制度の対象 
●途上国の実情に即した適切な削減技術、製品で、現地ニーズに即して環境汚染を改善

し、持続可能な発展に資する、企業の国際貢献として高く評価するべき。また、我が

国の国際貢献として国際社会にアピールすべき 

●主目的は「クレジットの需要喚起」ではなく、温暖化対策、省エネ、利便性、安全面

などで貢献していくこと（具体的案件をボトムアップで官民によって具体化） 

●大きな温室効果を有するＣＦＣs、ＨＣＦＣsの分別・回収を推進すべき 

●ＣＣＵＳ（二酸化炭素回収・利用・貯蔵）なども制度の対象とするべき 

●推進・開発を図るべき技術の検討・優先順位付が必要（火力発電、再エネ、ＣＣＳ等） 

●クレジットというより省エネという観点でのニーズが大きい（省エネ基準作りなど） 

 

本制度の進め方 
●透明性向上、方法論確立等を通じ、関係省庁が一丸となって国連の承認を得るべき 

●有望案件を採用し、国際的公平性の下で適切なレベルの負担は行いつつ実績を着実に

積み上げるべき 

●国際的な場での理解活動・宣伝に取り組むべき 

●産業界の意見反映、大型案件実施に向けたＯＤＡ、ＪＢＩＣ低金利融資、ＧＲＥＥＮ

（地球環境保全業務）の対象化、ＮＥＤＯ実証支援の対象拡大 

●ＭＲＶの方法論を早期に確立し世界標準となる方法を検討すべき。また、総合的な制

度設計やケーススタディを通じた具体化事例やノウハウを国際的にも早期かつ広範

に情報提供すべき 

●二国間ではなく、ファンドとホスト国との関係へと発展すべき（日本企業への需要創

出は結果としてついてくるもので、企業支援とみられるべきでない） 

●国連審査における基準と日本が行う二国間クレジットの正確な比較対照を行い、有効

性と透明性を確保するようにすべき 

●Ｊクレジット制度との整合性、さらに外国の排出枠との整合性についても検討すべき。

ＪＣＭのＪはＪａｐａｎを意味するものと受け取られる可能性が高い。制度の他国へ

の波及のためにも英訳名称を再検討すべき 

●日本国内の高等教育機関で研修を積んだ途上国の専門家等との二国間の人的な信頼

関係の継続や醸成も重要 

●途上国にＭＲＶの重要性を伝え、キャパシティビルディングを行うべき 

●環境未来都市・環境モデル都市等の経験を踏まえた、対象国での社会システムの普

及・包括的支援、導入のためのシステム構築／人材育成等の国際協力を進めるべき 

●日本はプラント設備の販売で対価を得ることができ、途上国は省エネなどにより収益

性があがる上に省エネ技術の選択についての助言を得ることができるというインセ

ンティブが働くので、日本の貢献で減ったと認識してもらえば、クレジット化する必

要はない。 

●ＣＤＭと競合していくため、クレジット化の必要性については検討すべき 

 

ＭＲＶ手法 
●ＣＤＭのような厳格なＭＲＶやクレジット売買目的化による粗悪クレジットの量産

を回避すべき 

●火力発電の運用管理技術等、新たな方法論を通じて削減に寄与可能 
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●製品の役割を大きく見ることも含む評価の仕組みの確立をすべき（実施コスト評価、

製品のＬＣＡ評価等） 

●運輸部門における日本の優れた技術（自動車の低燃費技術、低公害化技術、自動車・

公共交通機関の運用技術）の活用を戦略的に推進するべき。大気汚染対策とのコベネ

フィットを持つ技術を活用すべき 

●ＣＤＭで認められない削減効果（交通流対策、収益性のある事業の一部等）も織り込

んだものとすべき 

●ＭＲＶは重要だが、製鉄業界ではＩＳＯ１４４０４として鉄鋼分野のＣＯ２削減の計

測方法の基準を策定。各業界もセクター別にこうした基準を作るべき 

●ＣＤＭの方法論など活用できるものは活用していくべき 
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その他 
 

今後の対策 
（総論） 

○行動重視である必要 

○目標と政策手段の整合性を取るべき（温暖化対策自体は長期の目標である一方、市場

メカニズムによる政策手段は短期の目標を達成していくためのもの） 

○社会的コミットメントによる自主的取組を推進すべき（キャップ＆トレード型の抑制

的な対策はすべきでない） 

○国内のマーケットの改革推進、効率化を図るためには官民連携を積極的にとりいれ 

て行く必要がある 

○太陽活動の低下による影響も含めた対策を検討すべき 

○暮らしや地域の中でどれだけ省エネ・新エネなどの新しい暮らし方に変えていくかが

重要 

○公衆のインボルブメントをどう考えていくか、色々な人が努力していることをアピー

ルすることも重要 

○京都議定書目標達成計画の実績トレンドが目標策定時と比べて低い対策について、低

い理由を真摯に検討して見直しを行うべき 

○産業界による原子力政策が決まらなくても取れる対策であるＬＣＡの取組を促進す

るため、国が物差しを策定すべき 

 
 （産業・運輸部門対策） 

○低炭素社会実行計画を柱にすべき 

○海外での日本の技術を発展させていくためには、企業主体での対策が重要（温暖化対

策は企業にある程度自由に行わせるべき） 

○低炭素技術を成長戦略の柱にするためには、産業構造をゼロベースで見直すべき 

○省庁間で連携した運輸部門の対策が重要（自動車単体燃費対策だけでない交通流対策、

エコドライブなどの総合的対策：ＩＴＳやＩＣＴ、ビッグデータの利活用等） 

●各業界において世界一のエネルギー効率を実現している。低炭素社会実行計画でも、

世界一の効率水準維持を掲げており、２０２０年、２０３０年にも我々が世界一であ

り続ける宣言は大前提とすべき 
 
 （民生部門対策） 

○自治体を巻き込んだ対策が必要（省エネ・新エネ等） 

○民生部門の対策は緊急性が高い（民生の排出削減は鈍化している） 

○節電のポテンシャルがある（消費やライフスタイルの見直し、スリム化が必要） 

○省エネ効果を発揮しやすい製品・サービスの開発が必要、また、消費者は低炭素製品・

サービスを購入し上手に使っていくことも大事 

 

 （その他部門対策） 

○ＣＯ２以外の温室効果ガスの排出削減の取り組みを進めることも重要 

○公共交通機関の整備や山間部の再エネポテンシャルの活用が重要 
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ＰＤＣＡサイクル 
○プログラム的な評価を導入すべき（プロジェクトとアウトカムの関係の明確化が重要） 

○人材、予算等の制約の中で、横断的施策の展開が必要であり、そのためには一つ一つ

の施策の成果を共有してＰＤＣＡが回るような仕組みが重要 

○費用対効果のＰＤＣＡが必要であり、それがないと税金投入に国民の納得・協力は得

られない 

 

その他 
（今後の進め方） 

○適応について検討すべき 

●事前に検討項目や検討手順を明示した上で議論を尽くしていくべき 

●総合エネ調における議論と連携を取り、エネルギー政策との整合性を図るべき 

●事前に委員から文書を提出させて事務局で論点整理をするのは、事務局の裁量を高め、

委員会当日の議論の緊張感を下げることになるので反対 

 
（その他、国際交渉、産業構造の転換、雇用創出、経済影響分析等） 

○最大排出国である中国への日本からの働きかけが重要（環境問題での協力） 

○世界に占める排出割合を考えた上での実効的な削減が必要（日本の割合はＧＨＧ世界

全体：２．７％、エネ起ＣＯ２：３．８％程度） 

○国内対策と外交政策での相乗効果が重要（国際的な形で戦略的に省エネ技術を普及さ

せることが重要） 

○廃棄物、ＬＣＡや循環型社会、環境十全性、公害対策等の新たな全体的ビジョン・方

向性を提示すべき 

○長期的に日本の産業・企業の国際競争力をどういう視点から強化すべきか議論すべき

（会計基準も変えてグリーン経済化を目指す国際的な流れあり） 

○土地利用改変や熱帯林の伐採なども大規模な排出源であり、生物多様性を考えた対策

も重要 

○現実的問題としてヒートアイランド現象など、ＣＯ２だけではなく、どんどん排出さ

れてくる熱汚染への対応が必要 

●ＬＣＡ評価のルールを国際交渉へ組み込むべき 

●ＥＳＧ情報（環境、社会、ガバナンス）の開示義務化等によるビジネス慣行の転換、

金融のグリーン化への参加等によって経済・環境・社会をバランスさせる２１世紀型

経済への移行を進めるべき 

●エネルギー・環境両面の対策を新規成長市場としてとらえ、雇用創出力等を高めるた

めの政策議論を深める必要がある 

●経済影響分析において専門的な再検討が必要（３つの観点：技術の想定、隠れたコス

トとリバウンド効果、制度的制約） 

●世界では「気候変動」という文言が主流で、「温暖化」は使われておらず、「温暖化」

という単語の見直しも必要なのではないか 

●気候変動外交の面で、京都議定書の枠組みが今も有効かのような議論が進められてい

るが、国際交渉のバランスも変わってきており、地域的協力の重要性が認められてき

ている。日中でもこの問題で議論をするべき 

●世界のＣＯ２排出削減に欧米型のまず数値を掲げていくという方法では限界があり、

日本のボトムアップ型の取組により世界で削減していくべき 
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●３．１１以降、環境、気候変動というキーワードがメディアで取り上げられなくなっ

てきており、このあたりの対策も重要 

●単純にＣＯ２の削減ではなく、生物多様性、社会の不公平や不公正の問題も含めて地

球規模の問題をトータルで解決する必要 

●日本のビジネスの行動のあり方をどう訴えていくのか、どう世界水準に合わせるかの

視点や経済モデルそのものを変えていくという包括的な視点が必要 

 


